
大和市立病院の会計年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

令和６年３月２８日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第２８号 

大和市立病院の会計年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則の一部を改正する

規則 

大和市立病院の会計年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則（令和２年大和市規則第

２９号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「大和市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」を「大和市会

計年度任用職員の報酬等に関する条例」に改める。 

別表報酬の額（時間額）の欄を次のとおり改める。 

報酬の額（時間額） 

円 

１，４９４ 

１，３２６ 

１，２６６ 

１，２６６ 

１，２５７ 

１，１２６ 

１，１２６ 

１，１２６ 

１，２４０ 

１，１２６ 

１，１５５ 

１，１９０ 

１，３２６ 

１，３６８ 

１，４０６ 



１，４０６ 

１，４４９ 

１，４９４ 

１，１５５ 

１，１９０ 

１，２２９ 

１，５６４ 

１，６０４ 

１，６４３ 

１，１９０ 

１，２２９ 

１，２６９ 

１，１２６ 

１，１５５ 

１，１９０ 

１，４０６ 

１，４４９ 

１，４９４ 

１，５７１ 

１，５３３ 

１，５７１ 

１，６０９ 

１，５４７ 

１，５６７ 

１，５８５ 

１，７９４ 

１，８２１ 

１，８４７ 

２，２１２ 

２，２３９ 



２，２５９ 

１，４８５ 

１，５２４ 

１，５５９ 

１，５８８ 

１，６１９ 

１，６５２ 

１，６５２ 

１，６８３ 

１，７１０ 

１，７１０ 

１，７３２ 

１，７６４ 

１，７１９ 

１，７４１ 

１，７６２ 

２，９１８ 

２，９５９ 

３，０００ 

１，６９７ 

１，７１９ 

１，７４１ 

２，８７５ 

２，９１８ 

２，９５９ 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に対する報酬について適用し、同日前



までの勤務に対する報酬については、なお従前の例による。 


